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〇 今回の省令改正で、聴覚障害者の職場定着・合理的配慮の観点から要約筆記者等の委嘱が加わった

ことは前進面として歓迎すべきことである。しかし、対象は身体障害者手帳４級以下とされており、

必要とする人数の多い６級以下を対象とすべきである。 

 

〇 今回の省令改正は、「働き方改革実行計画」に基づくとされている。この「実行計画」には、「障害

者の意欲や能力に応じた仕事の提供」が謳われており、「障害者とともに働くことが当たり前の社会

を目指していく必要がある」とされている。その趣旨を生かすためには、要約筆記者の委嘱にとどま

らず、障害のある人が働く職場で必要に応じて「食事の介助」や「トイレの介助」が受けられるよう

な支援者の派遣、通勤に困難がある場合などを鑑み、「通勤支援を中心とする移動支援」策を実施す

る省令の変更が必要である。労働行政と福祉行政の二元化を解決することが求められている。 


